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概要

○ 日本専門医機構（以下、「専門医機構」という。）から都道府県

あてに特別地域連携プログラムの連携先候補施設の情報提供依頼が

あった。

○ 専門医機構からの依頼をもとに本県の連携先候補施設の選定に係

る考え方についてお示しする。
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特別地域連携プログラムについて
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【参考】特別地域連携プログラムの連携先候補について



○ 専門医機構が示した連携先施設の基本的な考え方

（ア）原則として、医師少数区域に所在する施設を中心に候補を選定しつつ、都道府県が必要と認める場合は、
それ以外の区域に所在する施設を選定できることとする。

（医師少数区域以外の施設を選定することが考えられる状況の例）
・ 医師少数区域に研修施設が存在しない。
・ 医師少数区域の施設に専門研修指導医が存在しない。
・ 医師少数区域に受入を希望する施設が存在しない。
・ 症例数が一定数確保されているなど、医師の研修により適したものとしてキャリア形成プログラム等に
位置づけるなど、都道府県が指定した施設である。

・ 臨床研修指定病院である。
・ 地域医療構想調整会議等の議論に基づき、今後の医療提供体制を見据えて選定した施設である。
・ 重点医師偏在対策支援区域にある施設である。 等

（イ）令和８年度までに特別地域連携プログラム及び都道府県限定分において連携先となっていた施設は、引
き続き連携先（候補）に含めることを基本とする。
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特別地域連携プログラムの連携先候補施設の考え方について①
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特別地域連携プログラムの連携先候補施設の考え方について②

【本県の連携先候補施設（案）について】
○ 専門医機構の示した「専門医機構が示した連携先施設の基本的な
考え方」に基づき、連携先候補として回答することとしたい。

小児科：横浜西部 厚木 計10施設
脳神経外科：県西 計４施設

※ 上記のうち、受入可能と回答があった施設を専門医機構へ候補と
して回答する。

○ また、小児科については小児科医師偏在指標のみではなく、医師
偏在指標における医師少数区域である県西の１施設（小田原市立病
院）を加えて回答してはどうか。



7

説明は以上です。
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